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平
成
二
十
二
年
五
月
十
一
日 

午
前
十
一
時
十
九
分
開
会 

   
 

 

△
開 

 

会 

○
事
務
局
長
（
有
江
喜
久
雄
君
） 

 

御
起
立
く
だ
さ
い
。
一
同
、
礼
。 

 

事
務
局
長
の
有
江
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
臨
時
会
は
、
一
般
選
挙
後
、
初
め
て

の
議
会
で
あ
り
ま
す
。
議
長
が
選
挙
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
地
方
自
治
法
第
百
七

条
の
規
定
に
よ
り
ま
し
て
、
出
席
議
員
の
中
で
年
長
の
議
員
が
臨
時
議
長
の
職

務
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
年
長
の
玉
利
道
満

議
員
を
御
紹
介
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 

［
臨
時
議
長 

玉
利
道
満
君
議
長
席
に
着
く
］ 

○
臨
時
議
長
（
玉
利
道
満
君
） 

 

そ
れ
で
は
、
た
だ
い
ま
紹
介
さ
れ
ま
し
た

玉
利
道
満
で
ご
ざ
い
ま
す
。
地
方
自
治
法
第
百
七
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
臨
時

議
長
の
職
務
を
行
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

た
だ
い
ま
か
ら
平
成
二
十
二
年
第
一
回
姶
良
市
議
会
臨
時
会
を
開
会
し
ま
す
。 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 

△
開 

 

議 

○
臨
時
議
長
（
玉
利
道
満
君
） 
 

本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

お
手
元
に
配
付
し
ま
し
た
議
事
日
程
に
基
づ
き
、
会
議
を
進
め
て
ま
い
り
ま

す
。 

 

議
事
の
進
行
に
つ
き
ま
し
て
は
、
始
良
市
設
置
後
、
初
め
て
の
議
会
で
あ
り

ま
す
の
で
、
会
議
規
則
案
に
準
じ
て
進
行
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御
異
議
ご

ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

［
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
臨
時
議
長
（
玉
利
道
満
君
） 

 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

議
会
関
係
例
規
の
制
定
ま
で
の
間
、
会
議
規
則
案
に
準
じ
て
会
議
を
進
め
ま
す
。 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 

△
日
程
第
一 

仮
議
席
の
指
定 

○
臨
時
議
長
（
玉
利
道
満
君
） 

 

日
程
第
一
、
仮
議
席
の
指
定
を
行
い
ま
す
。 

 

仮
議
席
は
、
た
だ
い
ま
着
席
の
議
席
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 

△
日
程
第
二 

選
挙
第
一
号
議
長
の
選
挙 

○
臨
時
議
長
（
玉
利
道
満
君
） 

 

日
程
第
二
、
選
挙
第
一
号
議
長
の
選
挙
を

行
い
ま
す
。 

 

選
挙
は
投
票
で
行
い
ま
す
。 

 

議
場
の
出
入
り
口
を
閉
め
ま
す
。 

 
 

 

［
議
場
閉
鎖
］ 

○
臨
時
議
長
（
玉
利
道
満
君
） 

 

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
数
は
三
十
人
で
す
。 

 

次
に
、
立
会
人
を
指
名
し
ま
す
。
会
議
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
っ
て
、
立
会
人
に
本
村
良
治
議
員
、
笹
井
義
一
議
員
、
湯
元
秀
誠
議
員
を
指

名
し
ま
す
。 

 

投
票
用
紙
を
配
り
ま
す
。 

 
 

 

［
投
票
用
紙
配
付
］ 

○
臨
時
議
長
（
玉
利
道
満
君
） 

 

念
の
た
め
申
し
上
げ
ま
す
。
投
票
は
単
記

無
記
名
で
す
。
な
お
、
白
票
に
つ
い
て
は
無
効
で
す
。 

 
投
票
用
紙
の
配
付
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

［
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
臨
時
議
長
（
玉
利
道
満
君
） 

 

配
付
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

投
票
箱
を
点
検
し
ま
す
。 

 
 

 

［
投
票
箱
点
検
］ 
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○
臨
時
議
長
（
玉
利
道
満
君
） 

 

異
状
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
た
だ
い
ま
か
ら
投
票
を
行
い
ま
す
。 

 

事
務
局
長
が
議
席
番
号
と
氏
名
を
読
み
上
げ
ま
す
の
で
、
順
番
に
投
票
願
い

ま
す
。 

 
 

 

［
事
務
局
長
氏
名
点
呼
・
投
票
］ 

 
 

 
 

 

一 

番 
 

本 

村 

良 

治 

議
員 

 
 

 
 

 

二 

番 
 

笹 

井 

義 

一 

議
員 

 
 

 
 

 

三 

番 
 

湯 
元 

秀 

誠 

議
員 

 
 

 
 

 

四 

番 
 

安 

田 
 

 

久 

議
員 

 
 

 
 

 

五 

番 
 

田 

口 

幸 
一 

議
員 

 
 

 
 

 

六 

番 
 

湯
之
原 

一 
郎 
議
員 

 
 

 
 

 

七 

番 
 

兼 

田 

勝 

久 
議
員 

 
 

 
 

 

八 

番 
 

有 

馬 

研 

一 

議
員 

 
 

 
 

 

九 

番 
 

森 
 

 

弘 

道 

議
員 

 
 

 

一 

○ 

番 
 

和 

田 

里 

志 

議
員 

 
 

 

一 

一 

番 
 

竹 

下 

日
出
志 

議
員 

 
 

 

一 

二 

番 
 

出 

水 

昭 

彦 

議
員 

 
 

 

一 

三 

番 
 

里 

山 

和 

子 

議
員 

 
 

 

一 

四 

番 
 

河 

東 

律 

子 

議
員 

 
 

 

一 

五 

番 
 

堂 

森 

忠 

夫 

議
員 

 
 

 

一 

六 

番 
 

東
馬
場 

 
 

弘 

議
員 

 
 

 

一 

七 

番 
 

上 

村 
 

 

親 

議
員 

 
 

 

一 

八 

番 
 

玉 

利 

道 

満 

議
員 

 
 

 

一 

九 

番 
 

神 

村 

次 

郎 

議
員 

 
 

 

二 

○ 

番 
 

谷 

口 

義 

文 

議
員 

 
 

 

二 

一 

番 
 

隈 

元 

康 

哉 

議
員 

 
 

 

二 

二 

番 
 

新 

福 

愛 

子 

議
員 

 
 

 

二 

三 

番 
 

湯 

川 

逸 

郎 

議
員 

 
 

 

二 

四 

番 
 

堀 
 

 

広 

子 

議
員 

 
 

 

二 

五 

番 
 

萩 

原 

哲 

郎 

議
員 

 
 

 

二 

六 

番 
 

横 

山 
 

 

弘 

議
員 

 
 

 

二 

七 

番 
 

桃
木
野 

幸 

一 

議
員 

 
 

 

二 

八 

番 
 

川
原
林 

 
 

晃 

議
員 

 
 

 

二 

九 

番 
 

森 

川 

和 

美 

議
員 

 
 

 

三 

○ 

番 
 

法 

元 

隆 

男 

議
員 

○
臨
時
議
長
（
玉
利
道
満
君
） 

 

投
票
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

［
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
臨
時
議
長
（
玉
利
道
満
君
） 

 

投
票
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。
投
票
を
終

わ
り
ま
す
。 

 

開
票
を
行
い
ま
す
。
本
村
良
治
議
員
、
笹
井
義
一
議
員
、
湯
元
秀
誠
議
員
、

開
票
の
立
ち
会
い
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 

 

［
開 

 

票
］ 

○
臨
時
議
長
（
玉
利
道
満
君
） 

 

選
挙
の
結
果
を
報
告
し
ま
す
。 

 

投
票
総
数 

三
十
票 

 
 

有
効
投
票 

三
十
票 

 
 

無
効
投
票 

 

○
票 

 
有
効
投
票
の
う
ち 

兼
田
勝
久
議
員 

十
二
票 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

玉
利
道
満
議
員 

 

八
票 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

隈
元
康
哉
議
員 

 

六
票 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

里
山
和
子
議
員 

 

二
票 
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堂
森
忠
夫
議
員 

 

一
票 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

湯
川
逸
郎
議
員 

 

一
票 

 

以
上
の
と
お
り
で
す
。 

 

こ
の
選
挙
の
法
定
得
票
数
は
八
票
で
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
兼
田
勝
久
議
員
が
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。 

 

議
場
の
出
入
り
口
を
開
き
ま
す
。 

 
 

 

［
議
場
開
鎖
］ 

○
臨
時
議
長
（
玉
利
道
満
君
） 

 

た
だ
い
ま
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
兼
田

勝
久
議
員
が
議
場
に
お
ら
れ
ま
す
。
会
議
規
則
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
っ
て
、
当
選
の
告
知
を
し
ま
す
。 

 

兼
田
勝
久
議
員
、
議
長
当
選
承
諾
及
び
あ
い
さ
つ
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
仮
議
席
七
番
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

謹
ん
で
お
受
け
い
た
し
ま
す
。
先
ほ
ど

議
長
立
候
補
に
当
た
っ
て
皆
様
方
に
お
約
束
い
た
し
ま
し
た
よ
う
に
、
二
元
代

表
制
の
中
で
、
い
か
に
新
市
を
東
の
霧
島
市
、
西
の
鹿
児
島
市
に
負
け
な
い
よ

う
に
売
り
込
ん
で
い
く
か
、
そ
し
て
、
住
民
の
皆
さ
ん
が
合
併
し
て
よ
か
っ
た

と
思
え
る
よ
う
な
ま
ち
づ
く
り
、
そ
の
た
め
に
全
力
を
挙
げ
て
頑
張
っ
て
ま
い

り
ま
す
。 

 

い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
こ
れ
で
議
長
選
挙
終
わ
り
ま
し
た
。
三
十
人
の
議

員
が
一
丸
と
な
っ
て
執
行
部
を
し
っ
か
り
と
チ
ェ
ッ
ク
を
し
、
し
り
を
た
た
き
、

そ
し
て
ま
た
、
行
き
過
ぎ
た
と
こ
ろ
は
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
、
こ
の
よ
う
な
公

平
公
正
な
強
い
議
会
を
つ
く
り
、
執
行
部
と
が
っ
ち
り
と
手
を
組
む
と
こ
ろ
は

組
み
な
が
ら
住
民
の
負
託
に
こ
た
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う

か
皆
さ
ん
方
の
お
力
添
え
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
、
議
長
就
任
に
当
た

っ
て
の
ご
あ
い
さ
つ
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。
（
拍
手
） 

○
臨
時
議
長
（
玉
利
道
満
君
） 

 

兼
田
勝
久
議
長
、
議
長
席
に
お
着
き
願
い

ま
す
。 

 

こ
れ
で
臨
時
議
長
の
職
務
は
全
部
終
了
し
ま
し
た
。
御
協
力
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。 

 
 

 

［
臨
時
議
長
退
席
、
議
長
着
席
］ 

○
事
務
局
長
（
有
江
喜
久
雄
君
） 

 

続
き
ま
し
て
、
議
席
の
指
定
を
行
い
ま

す
前
に
、
た
だ
い
ま
議
長
が
決
ま
り
ま
し
た
の
で
、
申
し
合
わ
せ
に
よ
り
三
○

番
の
法
元
隆
男
議
員
と
兼
田
勝
久
議
員
の
議
席
を
交
代
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 

△
日
程
追
加 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

引
き
続
き
会
議
を
行
い
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
の
日
程
は
、
お
手
元
に
配
り
ま
し
た
追
加
議
事
日
程
に
よ
り
議
事

を
進
め
ま
す
。 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 

△
追
加
日
程
第
一 

議
席
の
指
定 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

日
程
第
一
、
議
席
の
指
定
を
行
い
ま
す
。 

 

議
席
は
、
会
議
規
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
議
長
に
お
い
て
指

定
し
ま
す
。
議
席
番
号
及
び
氏
名
を
事
務
局
長
に
朗
読
さ
せ
ま
す
。 

○
事
務
局
長
（
有
江
喜
久
雄
君
） 

 

そ
れ
で
は
、
朗
読
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

一 

番 
 

本 

村 

良 

治 

議
員 

 
 

 
 

 

二 

番 
 

笹 

井 

義 

一 

議
員 

 
 

 
 

 

三 

番 
 

湯 

元 

秀 

誠 

議
員 

 
 

 
 

 
四 

番 
 

安 

田 
 

 

久 

議
員 

 
 

 
 

 

五 
番 

 

田 

口 

幸 

一 

議
員 



― 16 ― 

 
 

 
 

 

六 

番 
 

湯
之
原 

一 

郎 

議
員 

 
 

 
 

 

七 

番 
 

法 

元 

隆 

男 

議
員 

 
 

 
 

 

八 

番 
 

有 

馬 

研 

一 

議
員 

 
 

 
 

 
九 

番 
 

森 
 

 

弘 

道 

議
員 

 
 

 

一 

○ 
番 

 

和 

田 

里 

志 

議
員 

 
 

 

一 

一 

番 
 

竹 

下 

日
出
志 

議
員 

 
 

 

一 

二 

番 
 

出 

水 

昭 

彦 

議
員 

 
 

 

一 

三 

番 
 

里 
山 

和 

子 

議
員 

 
 

 

一 

四 

番 
 

河 

東 
律 

子 

議
員 

 
 

 

一 

五 

番 
 

堂 

森 

忠 
夫 

議
員 

 
 

 

一 

六 

番 
 

東
馬
場 

 
 

弘 
議
員 

 
 

 

一 

七 

番 
 

上 

村 
 

 

親 
議
員 

 
 

 

一 

八 

番 
 

玉 

利 

道 

満 

議
員 

 
 

 

一 

九 

番 
 

神 

村 

次 

郎 

議
員 

 
 

 

二 

○ 

番 
 

谷 

口 

義 

文 

議
員 

 
 

 

二 

一 

番 
 

隈 

元 

康 

哉 

議
員 

 
 

 

二 

二 

番 
 

新 

福 

愛 

子 

議
員 

 
 

 

二 

三 

番 
 

湯 

川 

逸 

郎 

議
員 

 
 

 

二 

四 

番 
 

堀 
 

 

広 

子 

議
員 

 
 

 

二 

五 

番 
 

萩 

原 

哲 

郎 

議
員 

 
 

 

二 

六 

番 
 

横 

山 
 

 

弘 

議
員 

 
 

 

二 

七 

番 
 

桃
木
野 

幸 

一 

議
員 

 
 

 

二 

八 

番 
 

川
原
林 

 
 

晃 

議
員 

 
 

 

二 

九 

番 
 

森 

川 

和 

美 

議
員 

 
 

 

三 

○ 

番 
 

兼 

田 

勝 

久 

議
員 

 

以
上
で
す
。 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

た
だ
い
ま
事
務
局
長
が
朗
読
い
た
し
ま
し
た
と

お
り
議
席
を
指
定
し
ま
す
。 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 

△
追
加
日
程
第
二 

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

日
程
第
二
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
行
い

ま
す
。 

 

会
議
録
署
名
議
員
は
、
会
議
規
則
第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
議
長
に
お

い
て
本
村
良
治
議
員
、
笹
井
義
一
議
員
を
指
名
し
ま
す
。 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 

△
追
加
日
程
第
三 

会
期
の
決
定 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

日
程
第
三
、
会
期
の
決
定
の
件
を
議
題
に
し
ま

す
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。
本
臨
時
会
の
会
期
は
、
本
日
か
ら
五
月
十
三
日
ま
で
の
三

日
間
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

［
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
会
期
は
、
本
日
か
ら

五
月
十
三
日
ま
で
の
三
日
間
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 

△
追
加
日
程
第
四 

選
挙
第
二
号
副
議
長
の
選
挙 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

日
程
第
四
、
選
挙
第
二
号
副
議
長
の
選
挙
を
行

い
ま
す
。 

 

選
挙
は
投
票
で
行
い
ま
す
。 

 

議
場
の
出
入
り
口
を
閉
め
ま
す
。 

 
 

 

［
議
場
閉
鎖
］ 
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○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

た
だ
い
ま
出
席
議
員
数
は
三
十
人
で
す
。 

 
次
に
、
立
会
人
を
指
名
し
ま
す
。
会
議
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
っ
て
、
立
会
人
に
安
田
久
議
員
、
田
口
幸
一
議
員
、
湯
之
原
一
郎
議
員
を
指

名
し
ま
す
。 

 

投
票
用
紙
を
配
り
ま
す
。 

 
 

 

［
投
票
用
紙
配
付
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 
投
票
用
紙
の
配
付
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

［
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

配
付
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

投
票
箱
を
点
検
し
ま
す
。 

 
 

 

［
投
票
箱
点
検
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

異
状
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

た
だ
い
ま
か
ら
投
票
を
行
い
ま
す
。 

 

念
の
た
め
申
し
上
げ
ま
す
。
投
票
は
単
記
無
記
名
で
す
。
な
お
、
白
票
に
つ

い
て
は
無
効
で
す
。 

 

事
務
局
長
が
議
席
番
号
と
氏
名
を
読
み
上
げ
ま
す
の
で
、
順
番
に
投
票
願
い

ま
す
。 

 
 

 

［
事
務
局
長
氏
名
点
呼
・
投
票
］ 

 
 

 
 

 

一 

番 
 

本 

村 

良 

治 

議
員 

 
 

 
 

 

二 

番 
 

笹 

井 

義 

一 

議
員 

 
 

 
 

 

三 

番 
 

湯 

元 

秀 

誠 

議
員 

 
 

 
 

 

四 

番 
 

安 

田 
 

 

久 

議
員 

 
 

 
 

 

五 

番 
 

田 

口 

幸 

一 

議
員 

 
 

 
 

 

六 

番 
 

湯
之
原 

一 

郎 

議
員 

 
 

 
 

 

七 

番 
 

法 

元 

隆 

男 

議
員 

 
 

 
 

 

八 

番 
 

有 

馬 

研 

一 

議
員 

 
 

 
 

 

九 

番 
 

森 
 

 

弘 

道 

議
員 

 
 

 

一 

○ 

番 
 

和 

田 

里 

志 

議
員 

 
 

 

一 

一 

番 
 

竹 

下 

日
出
志 

議
員 

 
 

 

一 

二 

番 
 

出 

水 

昭 

彦 

議
員 

 
 

 

一 

三 

番 
 

里 

山 

和 

子 

議
員 

 
 

 

一 

四 

番 
 

河 

東 

律 

子 

議
員 

 
 

 

一 

五 

番 
 

堂 

森 

忠 

夫 

議
員 

 
 

 

一 

六 

番 
 

東
馬
場 

 
 

弘 

議
員 

 
 

 

一 

七 

番 
 

上 

村 
 

 

親 

議
員 

 
 

 

一 

八 

番 
 

玉 

利 

道 

満 

議
員 

 
 

 

一 

九 

番 
 

神 

村 

次 

郎 

議
員 

 
 

 

二 

○ 

番 
 

谷 

口 

義 

文 

議
員 

 
 

 

二 

一 

番 
 

隈 

元 

康 

哉 

議
員 

 
 

 

二 

二 

番 
 

新 

福 

愛 

子 

議
員 

 
 

 

二 

三 

番 
 

湯 

川 

逸 

郎 

議
員 

 
 

 

二 

四 

番 
 

堀 
 

 

広 

子 

議
員 

 
 

 

二 

五 

番 
 

萩 

原 

哲 

郎 

議
員 

 
 

 

二 

六 

番 
 

横 

山 
 

 

弘 

議
員 

 
 

 

二 

七 

番 
 

桃
木
野 

幸 

一 

議
員 

 
 

 

二 

八 

番 
 

川
原
林 

 
 

晃 

議
員 

 
 

 

二 

九 

番 
 

森 

川 

和 

美 

議
員 

 
 

 
三 

○ 

番 
 

兼 

田 

勝 

久 

議
員 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

投
票
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

［
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 
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○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

投
票
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。
投
票
を
終
わ
り

ま
す
。 

 

開
票
を
行
い
ま
す
。
安
田
久
議
員
、
田
口
幸
一
議
員
、
湯
之
原
一
郎
議
員
、

開
票
の
立
ち
会
い
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 

 

［
開 

 
票
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

選
挙
の
結
果
を
報
告
し
ま
す
。 

 

投
票
総
数 

三
十
票 

 
 

有
効
投
票 

二
十
九
票 

 
 

無
効
投
票 

 
 

一
票
で
す
。 

 

有
効
投
票
の
う
ち 

出
水
昭
彦
議
員 
十
六
票 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

河
東
律
子
議
員 
十
一
票 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

湯
元
秀
誠
議
員 

 

二
票 

 

以
上
の
と
お
り
で
す
。 

 

こ
の
選
挙
の
法
定
得
票
数
は
八
票
で
す
。 

 

出
水
昭
彦
議
員
が
副
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。 

 

議
場
の
出
入
り
口
を
開
き
ま
す
。 

 
 

 

［
議
場
開
鎖
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

た
だ
い
ま
副
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
出
水
昭

彦
議
員
が
議
場
に
お
ら
れ
ま
す
。
会
議
規
則
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

っ
て
、
当
選
の
告
知
を
し
ま
す
。 

 

出
水
昭
彦
議
員
、
副
議
長
当
選
承
諾
及
び
あ
い
さ
つ
を
願
い
ま
す
。 

○
一
二
番
（
出
水
昭
彦
君
） 

 

私
を
選
出
し
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ま
こ
と

に
光
栄
に
思
い
ま
す
。
謹
ん
で
お
受
け
し
て
、
新
し
い
市
議
会
が
開
か
れ
た
市

議
会
に
な
る
よ
う
に
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。
今
回
、
先
ほ
ど
の
立
候
補
の
表

明
で
申
し
上
げ
た
と
お
り
、
新
た
な
姶
良
市
が
早
い
時
期
で
の
一
体
感
が
皆
さ

ん
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
ま
ち
づ
く
り
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の

た
め
に
先
ほ
ど
来
申
し
上
げ
た
政
務
調
査
費
、
あ
る
い
は
広
報
常
任
委
員
会
、

議
会
条
例
等
の
制
定
、
そ
れ
ぞ
れ
に
向
け
て
努
力
を
し
て
ま
い
り
ま
す
。
皆
様

の
御
協
力
を
も
と
に
議
会
運
営
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
（
拍
手
） 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

し
ば
ら
く
休
憩
い
た
し
ま
す
。
午
後
の
会
議
は

一
時
十
分
か
ら
開
会
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

午
後 

零
時 

 

二
分
休
憩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

午
後 

一
時 

 

十
分
開
議 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

休
憩
前
に
引
き
続
き
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 

△
追
加
日
程
第
五 

発
議
第
一
号
始
良
市
議
会
会
議
規
則
の
制
定
に
つ
い
て 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

日
程
第
五
、
発
議
第
一
号
始
良
市
議
会
会
議
規

則
の
制
定
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
議
題
と
な
っ
て
い
ま
す
発
議
第
一
号
は
、
会
議

規
則
案
の
規
定
に
よ
っ
て
、
趣
旨
説
明
及
び
委
員
会
付
託
を
省
略
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

［
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
発
議
第
一
号
は
、
趣

旨
説
明
及
び
委
員
会
付
託
を
省
略
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 
本
村
良
治
議
員
、
登
壇
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
［
一
番
本
村
良
治
君
登
壇
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。
質
疑
あ
り
ま
せ

ん
か
。 
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［
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

本
村
議
員
、
降
壇
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 
 

 

［
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
発
議
第
一
号
始
良
市
議
会
会
議
規
則
の
制
定
に
つ
い
て
を
採
決
し

ま
す
。
こ
の
採
決
は
起
立
に
よ
っ
て
行
い
ま
す
。
本
案
は
原
案
の
と
お
り
決
定

す
る
こ
と
に
賛
成
の
方
は
起
立
願
い
ま
す
。 

 
 

 

［
賛
成
者
起
立
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

起
立
全
員
で
す
。
発
議
第
一
号
始
良
市
議
会
会

議
規
則
の
制
定
に
つ
い
て
は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 

△
追
加
日
程
第
六 

発
議
第
二
号
姶
良
市
議
会
委
員
会
条
例
の
制
定
に
つ
い

て 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

日
程
第
六
、
発
議
第
二
号
姶
良
市
議
会
委
員
会

条
例
の
制
定
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
議
題
と
な
っ
て
い
ま
す
発
議
第
二
号
は
、
会
議

規
則
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
趣
旨
説
明
及
び
委
員
会
付
託
を

省
略
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

［
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
発
議
第
二
号
は
、
趣

旨
説
明
及
び
委
員
会
付
託
を
省
略
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

本
村
良
治
議
員
、
登
壇
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

［
一
番
本
村
良
治
君
登
壇
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。
質
疑
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。 

 
 

 

［
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

本
村
議
員
、
降
壇
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

［
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
発
議
第
二
号
姶
良
市
議
会
委
員
会
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
を
採
決

し
ま
す
。
こ
の
採
決
は
起
立
に
よ
っ
て
行
い
ま
す
。
本
案
は
原
案
の
と
お
り
決

定
す
る
こ
と
に
賛
成
の
方
は
起
立
願
い
ま
す
。 

 
 

 

［
賛
成
者
起
立
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

起
立
全
員
で
す
。
発
議
第
二
号
姶
良
市
議
会
委

員
会
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 

△
追
加
日
程
第
七 

発
議
第
三
号
姶
良
市
議
会
事
務
局
設
置
条
例
の
制
定
に

つ
い
て 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

日
程
第
七
、
発
議
第
三
号
姶
良
市
議
会
事
務
局

設
置
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
議
題
と
な
っ
て
い
ま
す
発
議
第
三
号
は
、
会
議

規
則
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
趣
旨
説
明
及
び
委
員
会
付
託
を

省
略
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
［
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
発
議
第
三
号
は
、
趣

旨
説
明
及
び
委
員
会
付
託
を
省
略
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 
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本
村
良
治
議
員
、
登
壇
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
［
一
番
本
村
良
治
君
登
壇
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。
質
疑
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。 

 
 

 

［
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

本
村
議
員
、
降
壇
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

［
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
発
議
第
三
号
姶
良
市
議
会
事
務
局
設
置
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
を

採
決
し
ま
す
。
こ
の
採
決
は
起
立
に
よ
っ
て
行
い
ま
す
。
本
案
は
原
案
の
と
お

り
決
定
す
る
こ
と
に
賛
成
の
方
は
起
立
願
い
ま
す
。 

 
 

 

［
賛
成
者
起
立
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

起
立
全
員
で
す
。
発
議
第
三
号
姶
良
市
議
会
事

務
局
設
置
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 

△
追
加
日
程
第
八 

選
任
第
一
号
常
任
委
員
の
選
任 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 
 

日
程
第
八
、
選
任
第
一
号
常
任
委
員
の
選
任
を

行
い
ま
す
。 

 

常
任
委
員
の
選
任
は
、
委
員
会
条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
議

長
が
会
議
に
諮
っ
て
指
名
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
議

長
と
し
ま
し
て
は
議
員
諸
君
か
ら
希
望
を
と
り
、
定
数
関
係
と
も
に
ら
み
合
わ

せ
、
調
整
し
て
指
名
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

［
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
こ
で
し
ば
ら
く
休
憩
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

午
後 

一
時 

十
五
分
休
憩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

午
後 

一
時 

二
十
分
開
議 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

休
憩
前
に
引
き
続
き
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。
常
任
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
条
例
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
湯
之
原
一
郎
議
員
、
桃
木
野
幸
一
議
員
、
神
村
次
郎

議
員
、
有
馬
研
一
議
員
、
里
山
和
子
議
員
、
和
田
里
志
議
員
、
竹
下
日
出
志
議

員
、
湯
川
逸
郎
議
員
、
兼
田
勝
久
議
員
を
総
務
常
任
委
員
会
に
、
出
水
昭
彦
議

員
、
横
山
弘
議
員
、
新
福
愛
子
議
員
、
堀
広
子
議
員
、
本
村
良
治
議
員
、
萩
原

哲
郎
議
員
、
森
川
和
美
議
員
を
市
民
福
祉
常
任
委
員
会
に
、
湯
元
秀
誠
議
員
、

東
馬
場
弘
議
員
、
法
元
隆
男
議
員
、
河
東
律
子
議
員
、
笹
井
義
一
議
員
、
森
弘

道
議
員
、
玉
利
道
満
議
員
を
産
業
文
教
常
任
委
員
会
に
、
川
原
林
晃
議
員
、
堂

森
忠
夫
議
員
、
安
田
久
議
員
、
谷
口
義
文
議
員
、
隈
元
康
哉
議
員
、
上
村
親
議

員
、
田
口
幸
一
議
員
を
建
設
水
道
常
任
委
員
会
に
そ
れ
ぞ
れ
指
名
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

［
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
た
だ

い
ま
指
名
し
ま
し
た
議
員
を
そ
れ
ぞ
れ
の
常
任
委
員
に
選
任
す
る
こ
と
に
決
定

し
ま
し
た
。 

 
こ
れ
か
ら
各
常
任
委
員
会
の
正
副
委
員
長
を
互
選
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
委

員
会
条
例
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
委
員
長
及
び
副
委
員
長
は
そ
れ
ぞ

れ
の
常
任
委
員
会
に
お
い
て
互
選
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
同

条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
委
員
長
及
び
副
委
員
長
が
と
も
に
な
い
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と
き
は
、
議
長
が
委
員
会
の
招
集
日
時
及
び
場
所
を
定
め
て
、
そ
の
互
選
を
行

わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

委
員
会
の
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
ま
す
。
総
務
常
任
委
員
会
は
第
一
委
員

会
室
、
産
業
文
教
常
任
委
員
会
は
第
二
委
員
会
室
、
建
設
水
道
常
任
委
員
会
は

第
三
委
員
会
室
、
市
民
福
祉
常
任
委
員
会
は
第
四
委
員
会
室
と
定
め
ま
す
。 

 

こ
こ
で
し
ば
ら
く
休
憩
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
午
後 

一
時
二
十
二
分
休
憩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

午
後 
一
時
五
十
二
分
開
議 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

休
憩
前
に
引
き
続
き
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

常
任
委
員
会
の
委
員
長
及
び
副
委
員
長
が
決
定
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
ま
し

た
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

 

総
務
常
任
委
員
会
委
員
長
、
有
馬
研
一
議
員
、
副
委
員
長
、
湯
川
議
員
、
市

民
福
祉
常
任
委
員
会
委
員
長
、
横
山
議
員
、
副
委
員
長
、
萩
原
議
員
、
産
業
文

教
常
任
委
員
会
委
員
長
、
笹
井
議
員
、
副
委
員
長
、
森
議
員
、
建
設
水
道
常
任

委
員
会
委
員
長
、
田
口
議
員
、
副
委
員
長
、
堂
森
議
員
、
以
上
の
と
お
り
で
あ

り
ま
す
。 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 

△
追
加
日
程
第
九 

選
任
第
二
号
議
会
運
営
委
員
の
選
任 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

日
程
第
九
、
選
任
第
二
号
議
会
運
営
委
員
の
選

任
を
行
い
ま
す
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。
議
会
運
営
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
条
例
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
名
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん

か
。 

 
 

 

［
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

名
簿
を
作
成
し
て
配
り
ま
す
の
で
、
そ
の
ま
ま
し
ば
ら
く
休
憩
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

午
後 

一
時
五
十
四
分
休
憩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

午
後 

一
時
五
十
五
分
開
議 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

休
憩
前
に
引
き
続
き
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

議
会
運
営
委
員
は
、
お
手
元
に
配
り
ま
し
た
名
簿
の
と
お
り
、
有
馬
研
一
議

員
、
里
山
和
子
議
員
、
横
山
弘
議
員
、
森
川
和
美
議
員
、
笹
井
義
一
議
員
、
玉

利
道
満
議
員
、
田
口
幸
一
議
員
、
谷
口
義
文
議
員
及
び
出
水
昭
彦
議
員
を
選
任

す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
か
ら
議
会
運
営
委
員
会
の
正
副
委
員
長
を
互
選
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

委
員
会
条
例
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
委
員
長
及
び
副
委
員
長
は
議
会

運
営
委
員
会
に
お
い
て
互
選
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
同
条
例

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
委
員
長
及
び
副
委
員
長
が
と
も
に
な
い
と
き

は
、
議
長
が
委
員
会
の
招
集
日
時
及
び
場
所
を
定
め
て
、
そ
の
互
選
を
行
わ
せ

る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

委
員
会
の
場
所
を
第
四
委
員
会
室
と
定
め
ま
す
。 

 

こ
こ
で
し
ば
ら
く
休
憩
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

午
後 

一
時
五
十
六
分
休
憩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

午
後 

二
時 

 

五
分
開
議 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

休
憩
前
に
引
き
続
き
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

議
会
運
営
委
員
会
の
委
員
長
及
び
副
委
員
長
が
決
定
し
た
旨
の
通
知
を
受
け

ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

 

議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
、
玉
利
道
満
議
員
、
副
委
員
長
、
谷
口
義
文
議
員
、
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以
上
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。 

 
こ
こ
で
副
議
長
と
交
代
を
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 

△
追
加
日
程
第
一
〇 

議
長
の
常
任
委
員
辞
職
の
件 

○
副
議
長
（
出
水
昭
彦
君
） 

 

日
程
第
十
、
議
長
の
常
任
委
員
辞
任
の
件
を

議
題
と
し
ま
す
。 

 

議
長
か
ら
、
議
会
全
体
を
統
理
す
る
立
場
に
あ
る
た
め
、
常
任
委
員
を
辞
任

し
た
い
と
の
申
し
出
が
あ
り
ま
す
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。
本
件
は
申
し
出
の
と
お
り
辞
任
を
許
可
す
る
こ
と
に
御
異

議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

［
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
副
議
長
（
出
水
昭
彦
君
） 

 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
議
長
の
常
任
委
員

の
辞
任
は
許
可
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

こ
こ
で
議
長
と
交
代
し
ま
す
。 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 

△
日
程
追
加 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

お
諮
り
し
ま
す
。
玉
利
道
満
議
員
外
八
人
の
議

員
か
ら
発
議
第
四
号
広
報
等
調
査
特
別
委
員
会
設
置
に
関
す
る
決
議
が
提
出
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
日
程
に
追
加
し
て
、
追
加
日
程
第
二
と
し
て
議
題
に
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

［
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
発
議
第
四
号
広
報
等

調
査
特
別
委
員
会
設
置
に
関
す
る
決
議
を
日
程
に
追
加
し
、
追
加
日
程
第
二
と

し
て
議
題
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

こ
こ
で
、
こ
の
ま
ま
し
ば
ら
く
休
憩
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

午
後 

二
時 

 

八
分
休
憩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

午
後 

二
時 

十
三
分
開
議 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

休
憩
前
に
引
き
続
き
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 

△
追
加
日
程
第
一 

発
議
第
四
号
広
報
等
調
査
特
別
委
員
会
設
置
に
関 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

す
る
決
議 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

追
加
日
程
第
二
、
発
議
第
四
号
広
報
等
調
査
特

別
委
員
会
設
置
に
関
す
る
決
議
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
議
題
と
な
っ
て
い
ま
す
発
議
第
四
号
は
、
会
議

規
則
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
趣
旨
説
明
及
び
委
員
会
付
託
を
省

略
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

［
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
発
議
第
四
号
は
、
趣

旨
説
明
及
び
委
員
会
付
託
を
省
略
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

玉
利
議
運
委
員
長
、
登
壇
願
い
ま
す
。 

 
 

 

［
議
会
運
営
委
員
長
玉
利
道
満
君
登
壇
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。
質
疑
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。 

 
 

 

［
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
［
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
発
議
第
四
号
広
報
等
調
査
特
別
委
員
会
設
置
に
関
す
る
決
議
を
採
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決
し
ま
す
。 

 
お
諮
り
し
ま
す
。
本
案
は
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま

せ
ん
か
。 

 
 

 

［
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
発
議
第
四
号
広
報
等

調
査
特
別
委
員
会
設
置
に
関
す
る
決
議
は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

こ
こ
で
、
こ
の
ま
ま
し
ば
ら
く
休
憩
を
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
午
後 

二
時 

十
五
分
休
憩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

午
後 

二
時 

十
六
分
開
議 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

休
憩
前
に
引
き
続
き
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

た
だ
い
ま
設
置
さ
れ
ま
し
た
広
報
等
調
査
特
別
委
員
会
の
委
員
の
選
任
は
、

委
員
会
条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
お
手
元
に
配
付
し
て
あ
り
ま
す

名
簿
の
と
お
り
、
竹
下
日
出
志
議
員
、
桃
木
野
幸
一
議
員
、
堀
広
子
議
員
、
新

福
愛
子
議
員
、
河
東
律
子
議
員
、
笹
井
義
一
議
員
、
堂
森
忠
夫
議
員
及
び
安
田

久
議
員
を
指
名
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

［
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
広
報
等
調
査
特
別
委

員
会
の
委
員
は
、
お
手
元
に
配
布
し
ま
し
た
名
簿
の
と
お
り
、
八
人
を
選
任
す

る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

こ
こ
で
し
ば
ら
く
休
憩
し
ま
す
。 

 

休
憩
中
に
広
報
等
調
査
特
別
委
員
会
を
開
き
、
正
、
副
委
員
長
を
選
出
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。
場
所
は
、
第
四
委
員
会
室
で
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
事
務
局
の
指
示
に
従
っ
て
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

午
後 

二
時 

十
七
分
休
憩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

午
後 

二
時
二
十
五
分
開
議 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

休
憩
前
に
引
き
続
き
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

広
報
等
調
査
特
別
委
員
会
の
正
、
副
委
員
長
が
決
定
し
ま
し
た
の
で
報
告
し

ま
す
。 

 

広
報
等
調
査
特
別
委
員
会
委
員
長
に
河
東
律
子
議
員
、
同
副
委
員
長
に
新
福

愛
子
議
員
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 

△
散 

 

会 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

以
上
で
本
日
の
議
事
日
程
は
全
部
終
了
し
ま
し

た
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。
本
日
の
会
議
は
こ
れ
で
散
会
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
御
異

議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

［
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
兼
田
勝
久
君
） 

 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
本
日
は
こ
れ
で
散
会

す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

次
の
会
議
は
平
成
二
十
二
年
五
月
十
二
日
、
午
前
十
時
に
開
会
し
ま
す
。 

 

本
日
は
こ
れ
で
散
会
し
ま
す
。 

○
事
務
局
長
（
有
江
喜
久
雄
君
） 

 

御
起
立
く
だ
さ
い
。
一
同
、
礼
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

午
後
二
時
二
十
六
分
散
会 


